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（Ⅳ）障害者の範囲  【基本的考え方】  

○ 障害者自立支援法附則の3年目の見直しの規定を踏まえ、障害者自立支援法  
の障害者の範囲について、以下の観点から必要な見直しを行う。  

（D 障害者の定義  

② 手帳制度  

順夏零  

○ 現行の障害者自立支援法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精   

神障害のそれぞれについて、身体障害者福祉法その他、個別法を引用する形で規定   

されている。  

（障害者の範囲について基本的  

な考え方）  

○ 支援の必要性によって障害者自立支援法の対象者を判断することについて、すぐ   

には難しいが、検討を進めていく必要があるのではないかといった意見や、障害者   

自立支援法の障害者の定義を廃止すべきといった意見があった。  

○ 一方、このような考え方については、次のような課題がある。  

支援の必要性のみで対象者を判断することになれば、障害者だけでなく、加齢   

や一時的な疾病により支援を要する人など、あらゆる福祉的支援を要する者を対  

象とする法律となる。  

障害者基本法における障害者の定義も、何らかの障害があるため継続的に日常   

生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としており、支援の必要性のみによっ  
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て対象者を定めていない。   

訓練等給付や自立支援医療などについては、障害程度区分のような客観的なニ  

ーズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断すること  

は困難である。  

○働こととしつ   

つ、あらゆる福祉的支援を要する者への支援の在り方lこついては、長期的な検討課   

題ではないかとの意見もあった。  

○ こうしたことを踏まえ、支援の必要性によって対象者を判断することについて   

は、様々な課題があることから、今後引き続き検討を進める必要。  

○ 発達障害及び高次脳機能障害について、障害者自立支援法上のサービスをより受   

けやすくするために、障害者自立支援法上の障害者に含まれることを何らかの形で   

明確化する必要がある。  

（発達障害及び高次脳機能障害  

の障害者自立支援法における  

位置付け）  

○ この際、特に発達障害については、発達障害者支援法が整備され、発達障害者の   

定義規定も置かれていることを踏まえ検討すべき。  

※ 障害者自立支援法の対象者を支援の必要性によって判断することについては、上   

記（障害者の範囲についての基本的考え方）で検討。  

○ 一方、難病を身体障害者福祉法上の身体障害に含めることについては、そもそも   

身体障害の認定について、身体機能に一定以上の障害が存在していることや、その   

障害が固定又は永続していることなど、これまで一定の考え方に基づいて行ってき   

ているところであり、難病を身体障害に含めることは慎重に検討すべき。  

（難病を身体障害に含めること  

について）  
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② 手帳制度  

○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表   
に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの   

考え方があるが、これを行うこととした場合、市町村窓口における判断業務の困難   
性や身体障害者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サ00ビスの割引等に広く   

活用されている実態を踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討   

が必要である。  

（身体障害者と手帳との関係）  

○ 現在、知的障害者に係る定義規定はなく、自治体ごとに取り扱いが異なるため、   
統一した定義規定、認定基準を置くべきではないかという指摘があるが、従来の制   

度の運用への影響に対しても配慮しつつ、知的障害者の判定方法等について十分な   
知見を収集した上で引き続き検討を行う必要がある。  

（知的障害者の定義規定につい  

て）  
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皆で支え合うことができる   

利用者が事業者にサ血ビスに係る費用を支払うことにより、利用者と事業者が   

対等な関係に立つことができる   

所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入   

れることができる  

という特徴がある。  

【更に検討すべき点】  

○ これらを踏まえ、利用者負担の在り方について、どのように考えるか。  

○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置   

とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべき。  

（平成21年4月以降における  

利用者負担の在り方）  

舟屋   

の対象とされていること等に？いて見直しが必要と卿  

○ 自立支援医療のうち育成医療については、他と比べ中間所得層の割合が大きくな   

っているが、ほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっておらず負担軽減   

の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべき。  

○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装   
具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべき。  

○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医  
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（Ⅶ）個別論点  

① サービス体系  【基本的考え方】  

○ 障害者目立支援法では、3障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用   
者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定甲透明化・明確化な   
どの仕組みを導入。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施する。  

○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わ   

せて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービ   

ス体系としている。  

（サービス体系の在り方）  

○ これについて、事業者の安定的な経営の観点から、「月払い」に戻すべき、ある   

いは一部を月払いにすべきとの意見がある。  

日払いの場合、利用者の欠席が多い場合に、事業の安定的な運営が難しくなる。  

利用者が欠席しているときにも、利用者の状況の確認等の業務を行っている場  

合がある。  

日払い方式になって報酬の請求事務が煩雑になっている。   

○ 他方、利用者のサービス選択等の観点から、「日払い」「昼夜分離」を維持すべき   

との意見がある。  

利用者の個別のニーズに応じた、サービスの選択が可能。  

公費を使うからには、納税者が納得できるような仕組みが必要。  
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地域生活支援事業  【基本的考え方】  

○ 地域生活支援事業の充実を図るため、必要な見直しを行うとともに、その間部   

について自立支援給付とすることについて検討する。  

（地域生活支援事業の対象事業）  ○ 地域生活支援事業は、全国一律の基準や利用料で障害者個人に対して給付を行う   

自立支援給付とは異なり、各自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、サービ   

ス形態や利用方法等を柔軟に設定するものであり、その事業量が着実に増加してい   

る。  

今後とも、持続可能な制度を維持するとともに、更に全国的な均てん化を図りつ   

つ、その充実のための方策を検討すべき。  

○ 地域生活支援事業はその実施形態等が各地方自治体の判断にゆだねられている   

ことが地域間格差を生む原因となっており、各自治体が柔軟に実施すべきものでは   

なく、全国一律の基準により、個人に対して給付される必要性が高いものについて   

は、自立支援給付とすることについて塵討すべき。   

移動支援について、地域生活支援事業で行われているもののほか、重度の肢体  

不自由者については「重度訪問介護」として、重度の知的障害者及び精神障害者  

については「行動援護」として、自立支援給付とされていることを踏まえ、量塵  

卿塵  

を拡大することを検討すべき。  
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④ サービス基盤の整備  【基本的考え方】   

○ 障害福祉計画に基づ卓、各地域において計画的にサービス基盤の整備を進める   

とともに、障害者福祉を担う人材の確保や、中山間地等におけるサービスの確保   
に取り組む。  

○ 障害者福祉を担う人材の確保を図るため、平成19年8月に定められた福祉人材   
確保指針に基づき、労働環境の整備の推進や、キャリアパスに対応した研修体系等   
キャリアアップの仕組みの構築、福祉・介護サービスの周知・理解、潜在的有資格   
者等の参入の促進、多様な人材の参入・参画の促進等のための取組を進めていくべ   

き。  

（人材の確保と資質の向上）  

○ キャリアと能力に見合う給与体系、適切な給与水準を確保するために、適切な報   
酬を設定すべき。また、専門性の高い人材の評価のあり方を検討すべき。  

○ 障害者自立支援法では、身近なところでサービス利用ができるよう、種々の規制   
緩和や多機能型事業所の特例など、小規模な市町村でもサービス確保に取り組むこ   
とが可能となるようにしている。また、介護保険サービス事業者が障害者にサービ   

スを提供した場合も、基準該当障害福祉サービスや特区制度の活用により、障害者   
自立支援法からの給付費が支給されるようにしている。   

引き続き、これらの制度について積極的な活用を図るべき。  

（中山間地等におけるサービス  

確保の在り方）  
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（小 俣険制度∠の関係）  

その他  
要  

堂者自止支援去等辻外の施  ○ 以上仇ような障害者自立支援法等以列の、例え堪上共生社会の理Alつ   並   

（障       策 推雀）  

及や 障害㍑＼ての「層の理角促進㌧ボランティア活劉の推進等 施策  

も、引き続き推進を図るへ  

○ 介 保険の被保険者 受給者 範囲 男有l    は国民的な合 形成力                                            愛宕施策として必要 対策    ま  の義         住め  く  
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